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業 務 報 告 書 

 

 

 Ⅰ 地方公務員災害補償基金の概要 

 

   １ 設立年月日 

      昭和４２年１２月１日 

 

   ２ 根拠法 

      地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号） 

 

   ３ 主務大臣 

      総務大臣 

 

   ４ 業務内容 

 地方公務員災害補償基金（以下「基金」という。）は、全ての地方公共団体及び

地方独立行政法人（以下「地方公共団体等」という。）の常勤の職員（常勤的非常

勤職員を含む。以下同じ。）の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を行

っています。また、併せてこれら災害の被災職員の社会復帰の促進、被災職員及び

その遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及び

その遺族の福祉に必要な事業を行うことを業務内容としています。 

 

  ５ 組織 

  基金は、地方公共団体等に代わって統一的な補償の迅速かつ公正な実施を確保

するため、地方公務員災害補償法に基づき設立された、地方公共団体が主体となっ

て業務運営を行う、いわゆる地方共同法人です。 

 基金は、主たる事務所である本部を東京都に置いています。また、従たる事務所

である支部を都道府県及び地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市（以下

「指定都市」という。）ごとに置いており、６７支部が置かれています。
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 基金には、基金の最終的な意思決定機関として地方公共団体の代表者３名で構

成される代表者委員会が置かれ、役員として理事長、理事４名、監事１名が置かれ

ています。 

 また、基金の業務に関する地方公務員災害補償基金定款（以下「定款」という。）

の変更等重要事項を審議する機関として運営審議会が置かれています。 

 さらに、基金が行う補償に関する決定について不服がある者からなされる審査

請求を審査・裁決する機関として、本部に審査会が、支部に支部審査会が置かれて

います。 

  なお、本部は、補償及び福祉事業の迅速かつ公正な運用を図るための基準の作成

及びその実施の確保を図るための業務を行っています。また、支部は、都道府県知

事及び指定都市の市長の職にある者をもって充てる支部長を置き、具体的な事案

についての公務災害及び通勤災害の認定、補償金額の決定及び支払等の業務を行

っています。 

  (1) 事務所の所在地  

   ① 本部 〒１０２－００９３ 

             東京都千代田区平河町２－１６－１ 平河町森タワー８階 

      ②  支部 別表１「従たる事務所（支部）の所在地」のとおり。 

  (2) 代表者委員会      

        基金の最終的な意思決定機関として、代表者委員会があります。 

     代表者委員会は、次に掲げる事項を議決します。 

      ①  定款の変更 

      ②  地方公務員災害補償基金業務規程（以下「業務規程」という。）の変更 

      ③  毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算 

      ④  重要な財産の処分及び重大な債務の負担 

     また、代表者委員会は、総務大臣の認可を受けて理事長及び監事を任命するほ

か、理事長が理事を任命するに当たっては代表者委員会の同意を得る必要があ

り、役員の解任に関しても同様の関与が規定されています。 

        代表者委員会の委員は、別表２のとおり、令和５年度の開催状況は、別表３の

とおりです。 
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    (3) 運営審議会  

        基金の審議機関として、運営審議会があります。 

     運営審議会は、次に掲げる事項を審議します。 

      ①  定款の変更 

      ②  業務規程の作成及び変更 

      ③  毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算 

      ④  重要な財産の処分及び重大な債務の負担 

       また、運営審議会は、理事長の諮問に応じて、基金の業務に関する重要事項を

調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議します。 

        運営審議会の委員は、別表４のとおり、令和５年度の開催状況は、別表５のと

おりです。 

  (4) 役員 

      基金の役員数は、６名（常勤３名、非常勤３名）です。 

       役員の氏名、役職、任期及び経歴は、別表６のとおりです。 

  (5) 職員 

    基金の業務に従事している職員数（令和６年３月末日現在）は、次のとおりで

す。 

   ①  本部 ４３名 

      ②  支部 １,０８９名（うち基金業務に専ら従事する職員は、９２名） 

     なお、支部では、法律に基づき、都道府県又は指定都市の職員が支部職員とし

て基金の業務に従事しています。 

   (6) 認定の仕組み 

    地方公共団体等の職員が災害を受け、それが公務災害又は通勤災害によると

される場合には、当該被災職員又はその遺族は、基金に対しその補償を請求する

こととなります。その主な流れは、次のとおりです。 

   ①  被災職員又はその遺族（以下「被災職員等」という。）は、認定請求書、補

償請求書及び必要書類を任命権者に提出します。 

    ② 任命権者は、当該災害が公務災害又は通勤災害に該当するかどうかの意見を

付して、支部長に提出します。 

   ③ 支部長は、認定基準に基づき慎重に審査の上、公務上・外又は通勤災害該当・
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非該当の認定を行います。 

     なお、各支部間における認定業務の統一性の確保及び判断困難事案の適正処

理の観点から、本部における各種基準の設定及び特定事案についての本部協議

が行われています。 

     また、認定等に不服のある被災職員等は、支部審査会に審査請求を行うことが

でき、支部審査会の裁決になお不服がある場合には、審査会に対し再審査請求を

行うことができます。 

    なお、平成２８年４月１日以降、行政事件訴訟法による処分の取消しの訴え

は、支部審査会の裁決に不服がある場合には、審査会の再審査請求を経ることな

く、提起することができることになっています。 

    審査会（本部）の委員は、別表７のとおりです。 

  (7) 業務に要する財源 

    基金が行う災害補償等を実施するために必要な費用は、主に地方公共団体等

から納付される負担金によって賄われています。 

    負担金の額は、職務の種類による職員の区分に応じ、その職務の種類ごとの職

員の給与総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用等を考慮して

定める割合（負担金率）を乗じて得た額の合計額とされています。 

    また、基金の経理は、普通補償経理と特別補償経理に分けられています。この

うち普通補償経理は、全ての地方公共団体等を対象とするもので、特別補償経理

で賄うべきもの以外の補償及び福祉事業の実施に要する費用等を経理していま

す。一方、特別補償経理は、基金制度創設前から公務災害による療養に対し給与

支給に替えて休業補償を行っていた団体等を対象としており、具体的には、業務

規程別表第二に定める団体の職員に対して行う休業補償及び休業援護金に要す

る費用を経理しています。 

        負担金率も経理ごとに決められており、普通補償経理については定款で、特別

補償経理については業務規程で規定されています。令和５年度の負担金に適用

される職員の区分及び負担金率は、別表８のとおりです。 

 普通補償経理に係る負担金率の算定方法については、平成２５年２月１２日

の財政委員会答申において、平成２６年度以降の新規裁定年金分について充足

賦課方式を採用することを主な内容とする見直しを行い、おおむね３年ごとに

4



負担金率の改定を行うこと及び地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、負担金

率の大幅な上昇を避けるため、その引上げを複数回に分けるなど、段階的かつ緩

やかなものとなるよう支払備金の特例的な取崩しを行うこととされています。 

これを踏まえ、令和２年度から適用する普通補償経理に係る負担金率の改定

は、以下３点の基本方針に基づき実施しました。 

① 充足賦課方式への円滑な移行を実現するため、平成２６年度から３年ごと

に３段階で実施することとされている負担金率改定の第３段階の改定を行う

こと。 

② 平成２９年度から令和元年度の第２段階における基金の収支状況等を踏ま

えた負担金率の改定を行うこと。 

③ 負担金率の大幅な上昇を避けるため、その引上げ幅は段階的かつ緩やかな

ものとすること。 

また、平成２２年度から、普通補償経理において任命権者の公務災害防止の

ための取組を促すことにより公務災害の減少を図り、併せて負担の公平を図る

目的で、地方公共団体ごとの各職種別の負担金に占める給付費の割合に応じて、

負担率を引き上げる又は引き下げることとするメリット制を導入しているとこ

ろです。 

 

  ６ 主な制度等の沿革 

基金は、設立と同時に主たる事務所である本部を東京都に置き、また、従たる事

務所である支部を都道府県及び指定都市ごとに置き、当初５２支部が置かれまし

た。 

その後、沖縄の日本への復帰に伴い、昭和４７年５月１５日に沖縄県支部が増

設されました。また、新たに札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、

さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市及び熊本市が指定

都市として指定されたことに伴い、支部が増設され、令和５年度末現在で、６７支

部が置かれています。 

基金設立以降の主な制度等の沿革は、次のとおりです。 

   (1) 補償の拡充 

    地方公務員災害補償法制定以来、国家公務員災害補償法及び労働者災害補償
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保険法に基づく災害補償制度等との均衡を図るとともに、社会環境の変化に伴

う公務災害の多様化等に対処した制度の創設に加え、被災職員及び遺族に対す

る補償内容の改善・充実に努めています。 

補償の種類は、地方公務員災害補償制度の発足時においては７種類でしたが、

現在では、①療養補償、②休業補償、③傷病補償年金、④障害補償（障害補償

年金、障害補償一時金）、⑤介護補償、⑥遺族補償（遺族補償年金、遺族補償

一時金）、⑦葬祭補償、⑧障害補償年金差額一時金、⑨障害補償年金前払一時

金、⑩遺族補償年金前払一時金並びに船員のみに適用される⑪予後補償及び⑫

行方不明補償の１２種類となっています。 

   (2) 特殊公務災害補償制度の創設 

    地方公務員のうち警察職員、消防職員等の特殊公務に従事する職員は、その任

務遂行に当たって、その生命及び身体に高度の危険が予測される状況にあって

もその職務を遂行しなければなりません。こうしたことから、このような状況下

において公務上の災害を受けた場合に公務災害補償上特別の措置を講ずる特殊

公務災害補償制度が、昭和４７年に創設されました。 

   (3) 通勤災害補償制度の創設 

    通勤途上の災害については、制度発足当初は、通勤が任命権者の支配が及ぶ等

の状況にあると認められる場合を除き、災害補償の対象にされていませんでし

たが、昭和４８年１２月１日からは、通勤災害についても災害補償の対象に加え

られました。 

   (4) 福祉事業（旧福祉施設）の拡充 

    旧福祉施設は、使用者としての法的義務として行われる補償によっては充足

しきれない領域の付加的給付として発足しました。基金設立当初は、外科後処置

に関する施設、休養又は療養に関する施設、リハビリテーションに関する施設、

義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設並びに休業援護金及び奨学援

護金の支給の７種類でしたが、その後、社会経済情勢等の変化等に即応して物的

給付や金銭給付の充実が図られました。平成７年８月１日からは、その実施内容

を理解しやすくするため等の理由により、名称が「福祉施設」から「福祉事業」

に改められました。 

    現在の福祉事業は、外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア、
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休業援護金、在宅介護を行う介護人の派遣、奨学援護金、就労保育援護金、傷病

特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別援護金、遺族特別援護

金、傷病特別給付金、障害特別給付金、遺族特別給付金、障害差額特別給付金及

び長期家族介護者援護金の１８事業となっています。 

   (5) 公務災害防止事業の創設 

    平成７年の地方公務員災害補償法の改正により、基金の業務として、公務災害

防止事業が創設されました。これには、公務上の災害の防止に関する活動を行う

団体に対する援助、公務上の災害を防止する対策の調査研究並びに公務上の災

害を防止する対策の普及及び推進に関する３つの事業があります。 

  (6) 不服申立制度の改正 

    基金の支部長が行う補償の決定に不服がある場合には、審査請求と再審査請

求の二段階の不服申立制度が設けられています。 

    平成８年には、審理の迅速処理を図るとともに不服申立制度の趣旨をいかす

ため、地方公務員災害補償法の一部改正により、次の改正が行われました。 

   ① 審査請求後３か月を経過しても支部審査会による決定がないときは、支部

審査会が審査請求を棄却したものとみなして、審査会に対して再審査請求を

することができるものとすること。 

   ② 不服申立て中の処分の取消しの訴えは、原則として、再審査請求後３か月を

経過しても審査会による裁決がないときに限り提起することができるものと

すること。 

   ③ 審査会の委員を１人増員するとともに、二合議体（委員６人）の二部制とす

ること。 

平成２６年には、行政不服審査法について、関係法制度の整備・拡充を踏ま

え、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、制定後５０年ぶりに抜本

的な見直しが行われ、平成２６年６月１３日に全部改正された行政不服審査法

（以下「改正行審法」という。）が公布されました。併せて、地方公務員災害

補償法の一部が改正され、基金の不服申立制度については、審査請求及び再審

査請求の二段階制が維持されるとともに、再審査請求については訴訟との選択

制に移行するなどの改正が行われました。なお、改正行審法及び地方公務員災

害補償法の一部を改正する規定は、平成２８年４月１日に施行されました。 
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   (7) 基金の地方共同法人化 

    平成１３年１２月１９日に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画におい

て、基金は地方公共団体が主体となって業務運営を行う法人（いわゆる「地方共

同法人」）にすることとされました。 

    これを受け、基金について地方公共団体が主体となって業務運営を行うため

に必要な措置を講ずることを内容とする地方公務員災害補償法の一部を改正す

る法律（平成１４年法律第１３５号）が公布され、平成１５年１０月から施行さ

れました。 

    こうして、地方共同法人となった基金には、地方公共団体の代表者からなる代

表者委員会が設置され、これが基金の意思を決定することとなり、この代表者委

員会が理事長及び監事を任命することとなりました。また、事業計画、予算及び

決算に関する総務大臣の承認が廃止されるとともに、従来政令で定められてい

た地方公共団体の負担金率が定款で定められることとなりました。 

     この法改正に併せて、地方公務員災害補償法施行令（以下「施行令」という。）、

地方公務員災害補償法施行規則（以下「施行規則」という。）、定款及び業務規

程についても、地方公共団体が主体となって業務運営を行うとする法改正の趣

旨に沿った改正が行われました。 

   (8) 地方独立行政法人職員の地方公務員災害補償法の適用 

        平成１５年には、各地方公共団体の自主的な判断に基づき、試験研究、大学の

設置・管理、公営企業に相当する事業の経営等の業務について、地方公共団体と

は別の法人格を有する団体を設立し、自律的かつ弾力的な業務運営を行うこと

により、業務の効率性やサービス水準の向上を図ることを目的として、地方独立

行政法人法（平成１５年法律第１１８号）が制定されました。 

        これに伴い、地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成１５年法律第１１９号）が制定され、地方公務員災害補償法について改正

が行われ、地方独立行政法人法に基づき設立される特定地方独立行政法人及び

一般地方独立行政法人の役職員についても、地方公務員災害補償法の適用対象

とすることとされました。 

     この法改正に併せて、施行令、施行規則、定款及び業務規程についても、所要

の規定の整備が行われました。 
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    (9) 情報公開及び個人情報保護 

    基金は、平成１５年１０月１日から、地方共同法人化に伴い、独立行政法人等

の保有する情報の公開に関する法律の適用対象から外れることとなりました。

しかし、基金の公的性格に鑑み、引き続き、国、独立行政法人等の公的機関にお

ける情報公開と同様に対応することとし、地方公務員災害補償基金の保有する

情報の公開に関する規程等を定め、情報の公開を行っています。 

    また、平成１７年４月１日からは、個人情報の保護に関する法律が全面施行さ

れました。これに伴い、基金は、同法の定める個人情報取扱事業者として、地方

公務員災害補償基金の保有する個人情報の保護に関する規程等を定め、同法に

基づく適正な対応を行っています。 

        なお、不開示決定等に対する不服の申立てについては、地方公務員災害補償基

金情報公開・個人情報保護審査会（委員は、別表９を参照）を設置し、適切に対

応しています。 

   (10) 通勤範囲の改定 

        平成１８年４月１日からは、地方公務員災害補償法の一部改正により、①複数

就業者の就業の場所から勤務場所への移動及び②単身赴任者の赴任先住居と帰

省先住居の間の移動を新たに通勤災害補償制度の対象とすることとされまし

た。 

        また、平成２９年１月１日からは、施行規則の一部改正により、孫、祖父母及

び兄弟姉妹の介護について、同居していなくとも日常生活上必要な行為とされた

ため、その後の合理的な経路への復帰後の移動についても新たに通勤災害補償制

度の対象とすることとなりました。 
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Ⅱ 令和５年度の業務の実施状況 

 

１ 対象団体数及び対象職員数 

(1) 対象団体数 

全ての団体を対象とした普通補償経理の令和６年３月３１日現在の対象団体

数は、都道府県４７団体、市及び特別区８１５団体、町村９２６団体、一部事務

組合等１，２５５団体、地方独立行政法人１６２団体の合計３，２０５団体とな

っています。 

また、特別補償経理の対象団体数は、都道府県２団体、市及び特別区３０団体、

町村１団体、一部事務組合８団体、地方独立行政法人１３団体の計５４団体とな

っています。 

(2) 対象職員数 

① 普通補償経理 

令和４年度確定負担金の算定基礎となった対象職員数は、都道府県 

１，４７０千人、市及び特別区１，２０１千人、町村１５６千人、一部事務組

合等２２２千人の合計３，０４９千人となっています。 

また、これを職員の区分ごとにみますと、義務教育学校職員７４２千人、義

務教育学校職員以外の教育職員４１１千人、警察職員２８３千人、消防職員 

１６６千人、電気・ガス・水道事業職員７４千人、運輸事業職員２１千人、清

掃事業職員４２千人、船員２千人、その他の職員１，３０８千人となっていま

す。 

② 特別補償経理 

令和４年度確定負担金の算定基礎となった対象職員数は、都道府県１７１千

人、市及び特別区２３６千人、町村０．３千人（２５９人）、一部事務組合等 

２６千人の合計４３３千人となっています。 

また、これを職員の区分ごとにみますと、義務教育学校職員１０８千人、義

務教育学校職員以外の教育職員３７千人、警察職員４５千人、消防職員３３千

人、電気・ガス・水道事業職員１６千人、運輸事業職員１７千人、清掃事業職

員１２千人、船員０．０４千人（４３人）、その他の職員１６５千人となって

います。  
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  ２ 補償の状況 

   令和５年度における認定件数並びに補償及び福祉事業の給付の状況は以下のと

おりです。 

  (1) 認定件数 

    令和５年度における公務災害及び通勤災害の認定請求の受理件数は、 

   ３５，７１３件（公務災害３１，９６１件、通勤災害３，７５２件）で、前年度 

   に比べ、１，０５３件（３．０％）増加しています（公務災害１，１０８件 

   （３．６％）の増、通勤災害５５件（１．４％）の減）。 

    このうち、公務上の災害又は通勤災害該当の災害と認定した件数は、 

   ３４，５９４件（公務災害３０，９７５件、通勤災害３，６１９件）で、前年度 

   に比べ、１，３１７件（４．０％）増加しています（公務災害１，３１３件 

   （４．４％）の増、通勤災害４件（０．１％）の増）。 

なお、職種ごとの認定件数は、次のとおりです。 

 

職種別認定件数（令和５年度）     （単位：件） 

区     分 公務災害 通勤災害 計 

義 務 教 育 学 校 職 員 ６，９８６ ５９２ ７，５７８ 

義務教育学校職員以外の教育職員 ３，４１７ ４１４ ３，８３１ 

警 察 職 員 ６，１３６ ２６９ ６，４０５ 

消 防 職 員 １，２３９ １０２ １，３４１ 

電気・ガス・水道事業職員 ３２１ ９４ ４１５ 

運 輸 事 業 職 員 １５７ ３６ １９３ 

清 掃 事 業 職 員 ８０６ ７９ ８８５ 

船 員 ２１ ０ ２１ 

そ の 他 の 職 員 １１，８９２ ２，０３３ １３，９２５ 

合     計 ３０，９７５ ３，６１９ ３４，５９４ 

  

 (2) 給付の状況 

   ① 給付件数 
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     令和５年度の普通補償経理に係る補償及び福祉事業の総給付件数は、 

    ５０，１５７件で、このうち補償の給付件数は、４３，９０４件（前年度に比 

    べ、４，７１８件（１２．０％）の増）で、公務災害が３８，７３６件、通勤

災害が５，１６８件となっています。また、福祉事業の給付件数は６，２５３

件（前年度に比べ、７１件（１．１％）の増）で、公務災害に係るものが 

４，９０８件、通勤災害に係るものが１，３４５件となっています。 

     次に、特別補償経理に係る補償及び福祉事業の総給付件数は、２，２３７件 

    で、このうち補償の給付件数は、１，１０１件（前年度に比べ、１３１件 

（１３．５％）の増）で、公務災害が９３５件、通勤災害が１６６件となって

います。また、福祉事業の給付件数は、１，１３６件（前年度に比べ、 

１２７件（１２．６％）の増）で、公務災害が９５４件、通勤災害が１８２件

となっています。 

   ② 給付額 

     令和５年度の普通補償経理に係る補償及び福祉事業の給付総額は、 

    ２４，５５３百万円で、このうち補償費が１９，９７８百万円（前年度に比べ、 

    １，１９２百万円（６．３％）の増）で、公務災害に係るものが１６，３２０ 

百万円、通勤災害に係るものが３，６５８百万円となっています。また、福祉 

事業給付費は、４，５７５百万円（前年度に比べ、１８０百万円（４．１％） 

の増）で、公務災害に係るものが３，６７１百万円、通勤災害に係るものが 

９０４百万円となっています。 

     次に、特別補償経理に係る補償及び福祉事業の給付総額は、５１８百万円 

    で、このうち補償費は、３８５百万円（前年度に比べ、３４百万円（９．７％） 

    の増）で、公務災害に係るものが３１７百万円、通勤災害に係るものが６９百 

    万円となっており、また、福祉事業費は、１３３百万円（前年度に比べ、 

６百万円（５．０％）の増）で、公務災害に係るものが１０７百万円、通勤災 

害に係るものが２５百万円となっています。 

     なお、普通補償経理の補償の種類ごとの件数及び給付額は別表１０「普通補

償経理に係る補償費及び福祉事業給付費の内訳」、特別補償経理の補償の種類

ごとの件数及び給付額は別表１１「特別補償経理に係る補償費及び福祉事業給

付費の内訳」のとおりです。 
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３ 不服申立ての状況 

令和５年度において、支部審査会に対してなされた審査請求件数は１５４件、 

処理された事案は１３５件で、内訳は裁決１２４件（却下１件、棄却１０１件、 

取消し１９件、一部取消し３件）、取下げ１１件となり、年度末における審理中件数

は、１５２件となっています。なお、取消し事案の内訳は、公務外認定９件（負傷４件、

腰痛２件、自殺１件、精神疾患２件）、通勤災害非該当３件、療養補償等不支給２件、

障害等級等５件、一部取消し事案の内訳は、療養補償等不支給３件となっています。 

令和５年度において、審査会に対してなされた再審査請求件数は３６件、処理さ

れた事案は３８件で、内訳は裁決３７件（棄却３４件、取消し３件）、取下げ１件

となり、年度末における審理中件数は、４０件となっています。なお、取消し事案

の内訳は、公務外認定２件（負傷１件、自殺１件）、障害等級等１件となっています。 

 

４ 訴訟の状況 

   地方公務員災害補償法によって行う補償に関する決定は、行政事件訴訟法によ

る訴訟の対象とされ、補償の決定に不服がある者は、原則として、審査請求に対す

る支部審査会の裁決又は再審査請求に対する審査会の裁決を経て、訴訟を提起で

きることとされています。 

   令和５年度において新たに提起された訴訟は１０件、判決が言い渡された事件

が４３件（棄却４０件、取消し３件）となっています。なお、取消し事案の内訳は、

公務外認定２件（精神疾患２件）、障害等級等１件となっています。 

また、年度内に確定した事件は１９件で、令和５年度末における訴訟係属件数は

３６件となっています。 

 

５ 第三者加害事案 

    令和５年度に第三者加害事案（公務災害又は通勤災害として認定された事案のう

ち、その災害が第三者の行為によって生じたもの）として認定した件数は、 

  ２，５３０件で、前年度に比べ２３０件（９．１％）増加しています。 
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  ６ 公務災害防止事業 

   令和５年度に実施した公務上の災害を防止する事業の実施状況は、次のとおり   

です。 

  (1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業 

    一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会が行う「学校給食事業安全衛生管

理セミナー」、「清掃事業安全衛生管理セミナー」、「安全管理研修会」、「消

防職員安全衛生管理研修会」、「病院等における安全衛生管理対策研修会」、「警

察職員安全衛生管理セミナー」、「新任安全衛生担当者基本研修会」、「学校に

おける安全衛生管理者研修会」、「メンタルヘルスマネジメント実践研修会」、

「職場環境改善アドバイザー派遣事業」、「作業環境測定士派遣事業」、「公務

災害防止対策アドバイザー派遣事業」、「重大公務災害防止対策セミナー」、「職

場巡視・安全衛生点検セミナー」、「職場の衛生管理研修会」、「メンタルヘル

ス対策支援専門員派遣事業」及び「地方公共団体の安全衛生委員会の活動活性化

に向けた事例集の作成」への援助を実施しました。 

  (2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業 

    「公務災害の発生状況等の調査に関する報告書作成事業」及び「地方公務員の

総合的な労働安全衛生に関する調査研究事業」を一般財団法人地方公務員安全

衛生推進協会に委託し、「公務災害防止対策事業」を本部で実施しました。 

  (3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業 

    「メンタルヘルス対策サポート推進事業」及び「公務災害防止啓発映像教材制

作事業」を一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会に委託し実施しました。 

 

７ 補償実施業務の効率化など 

基金では、本部・支部間における情報共有・連絡を図ることを目的として、「基

金情報処理ネットワークシステム」（基金ＬＡＮ）を平成９年度から、被災職員の

公務・通勤災害認定等情報を情報システムにより処理することによる補償実施業務

の効率化を目的として、「基金業務総合処理システム」を平成１３年度から、それ

ぞれ運用しています。 

これらのシステムについては、その後平成２１年１月に策定した「基金災害補償

業務及び情報ネットワークに係る業務・システム最適化計画」に基づき、情報セキ
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ュリティ対策及び障害・災害対策の実施により業務遂行上のリスクの軽減に努める

とともに、業務システムの機能を拡充すること等により業務の効率化を図ってきた

ところです。 

また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づき、平成２９年７月から基金情報連携システムを介して外部の行政機関と受

給権者の年金情報等の照会・提供を実施しています。 

このほか、業務のデジタル化に取り組むため、令和２年度に、企画課内にデジタ

ル化推進室を設置しました。また、働き方改革の推進、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止等の観点から、本部・支部においてテレワーク環境を整備しています。 

 

８ 制度等の改正等 

   令和５年度における制度等の改正は、次のとおりです。 

 

(1) 地方公務員等の新型コロナウイルス感染症に係る公務災害補償請求における

臨時的な取扱いの廃止について〔理事長通知の廃止〕 

＜令和５年６月５日発出＞ 

「地方公務員等の新型コロナウイルス感染症に係る公務災害補償請求にお

ける臨時的な取扱いについて」（令和４年 10月３日地基企第 35号）によ

り、労働者災害補償制度における取扱いに準じて、休業補償請求書における

診療担当者の証明について、陽性結果通知書等により代用できることとして

いましたが、労働者災害補償制度において臨時的な取扱いが廃止されたこと

を踏まえ、地方公務員災害補償制度においても臨時的な取扱いを廃止する通

知を発出しました。 

 

(2) 補償の請求書等に個人番号の記載を求める旨を明確化するための所要の規定 

整備〔施行規則の一部改正〕 

＜令和５年９月２９日から施行＞ 

補償の請求書等に個人番号を記載することについては、業務規程で定めら 

れていましたが、個人番号の取扱いを明確化するため、施行規則を改正し、

補償の請求書等に個人番号の記載を求める旨を明確化する等、所要の改正が

15



行われました。 

 

(3) 令和６年能登半島地震における年金受給権者の現状に関する報告について

〔企画課長通知の発出〕 

＜令和６年２月６日発出＞ 

令和６年能登半島地震に関して災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が

適用された市町村の区域に住所を有する年金受給権者については、毎年１回、

２月１日から同月末日までの間に任命権者を経由して支部長に提出しなければ

ならないとしている障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる

遺族の現状に関する報告書の提出期限を、６月末日とする通知を発出しまし

た。 

 

(4) 令和６年能登半島地震による災害に関する補償を受ける権利の時効の満了日

の延長について〔企画課長通知の発出〕 

＜令和６年３月１１日発出＞ 

地方公務員災害補償法に定める補償を受ける権利のうち、時効の満了日が令

和６年１月１日から令和６年６月２８日である権利を有する者が、特定非常災

害の被害者であり、満了日の延長の申出を行った場合については、この補償を

受ける権利の時効の満了日を令和６年６月３０日とする延長措置を講ずること

とする通知を発出しました。 

 

(5) 令和６年能登半島地震における奨学援護金等の支給を受けている者の現状に

関する報告について〔企画課長通知の発出〕 

＜令和６年３月１８日発出＞ 

令和６年能登半島地震に関して災害救助法が適用された市町村の区域に住所

を有する奨学援護金の支給を受けている者及び就労保育援護金の支給を受けて

いる者については、毎年１回、４月１日から同月末日までの間に支部長に提出

しなければならないとしている奨学援護金等の支給対象となる在学者等の現状

に関する報告書の提出期限を、６月末日とする通知を発出しました。 
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(6) 平均給与額に算入すべき給与の範囲の一部改正〔地方公務員災害補償法の一部

改正〕 

＜令和６年４月１日から施行＞ 

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第

７３号）により国家公務員において「在宅勤務等手当」が創設されることに伴

い、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正により地方公務員にお

いても同手当が創設されることを受け、補償の支給額の算定の基礎となる平均

給与額に算入すべき給与の範囲を定める地方公務員災害補償法に「在宅勤務等

手当」を追加する改正が行われました。 

 

(7) 休業補償又は予後補償を行わない場合の一部改正〔施行規則の一部改正〕 

＜令和６年４月１日から施行＞ 

売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）の一部改正に伴い、休業補償又は

予後補償を行わない場合を規定している施行規則について、売春防止法による

補導処分として婦人補導院に収容されている場合を削除する改正が行われまし

た。 

 

(8) スライド率等の改正〔総務省告示の一部改正〕 

＜令和６年４月１日から施行＞ 

年金たる補償に係る平均給与額の改定のためのスライド率等を定める改正が

行われました。 

 

(9) 奨学援護金の支給額の改定〔業務規程の一部改正〕 

＜令和６年４月１日から施行＞ 

国家公務員災害補償制度との均衡を考慮し、小学校等に在籍する者に係る奨

学援護金の支給額を月額１４，０００円から月額１５，０００円とし、中学校

等に在籍する者に係る奨学援護金の支給額を月額１８，０００円から月額 

２０，０００円とし、高等学校等に在籍する者に係る奨学援護金の支給額を月

額１８，０００円から月額１９，０００円とする改定を行いました。 
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(10) 就労保育援護金の支給額の改定〔業務規程の一部改正〕 

＜令和６年４月１日から施行＞ 

      国家公務員災害補償制度との均衡を考慮し、就労保育援護金の支給額を月

額１２，０００円から月額８，０００円とする改定を行いました。 

ただし、令和６年度にあっては、令和６年４月 1日前から引き続き支給対象

となる者に対しては、月額１０，０００円となります。 

 

(11) 障害特別援護金の支給額の改定〔業務規程の一部改正〕 

＜令和６年４月１日から施行＞ 

国家公務員災害補償制度との均衡を考慮し、公務災害に係る障害特別援護金

の支給額を改定しました。 

（単位：万円） 

障害等級 
支給額 

障害等級 
支給額 

改定前 改定後 改定前 改定後 

第１級 1,540 1,435 第８級 改定なし 

第２級 1,500 1,395 第９級 250 255 

第３級 1,460 1,350 第 10級 195 200 

第４級 875 865 第 11級 145 150 

第５級 改定なし 第 12級 105 110 

第６級 615 620 第 13級 75 80 

第７級 485 500 第 14級 45 50 
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(12) 遺族特別援護金の支給額の改定〔業務規程の一部改正〕 

＜令和６年４月１日から施行＞ 

国家公務員災害補償制度との均衡を考慮し、通勤災害に係る遺族特別援護金

の支給額を改定しました。 

遺族補償の受給権者の区分 
支給額（万円） 

改定前 改定後 

 
通
勤 
災 
害 

）  
死 
亡 

（  

年金受給権者 1,115 1,045 

一 
時 
金 
受 
給 
権 
者 

① 
配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟
姉妹 

1,115 1,045 

② 

①以外の者で主な生計維持関係にあっ
た 18 歳未満若しくは 55 歳以上又は障
害等級第７級以上の障害の状態にある
３親等内の親族 

780 730 

③ 
①、②以外の者で主な生計維持関係に
あったもの 

 445 420 

 
 
(13) 「精神疾患等の公務災害の認定について」及び「「精神疾患等の公務災害の認

定について」の実施について」の一部改正について〔理事長通知及び補償課長通

知の一部改正〕 

＜令和６年３月２２日から施行＞ 

労災保険制度において認定基準の改正が行われたことに伴い、基金にお

いても最新の医学的知見等を踏まえ、①精神疾患の悪化の公務起因性が認

められる要件の見直し、②精神疾患事案に係る医学的知見の収集の合理化

を主な事項として認定基準の改正を行いました。 

 

９ 対処すべき課題 

   基金としては、今後とも次のような課題に対処しつつ、環境の変化や社会経済情

勢の変化に対応し、更に迅速かつ公正な補償の実施の確保に努めていくことが必

要であると考えています。 

  (1) 認定事務の迅速かつ公正な実施 

    公務災害の認定については、認定基準に則して迅速かつ公正な認定に努めま

す。特に心・血管疾患、脳血管疾患、精神疾患及び精神疾患に起因する自殺、石
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綿による疾病等に係る公務災害認定請求の判断困難事案については、医学専門

家による最新の医学的知見を徴しながら、過重な業務による強度の精神的・肉体

的負担と疾病の発症機序等を踏まえた迅速かつ公正な認定に努めます。 

   (2) 公務災害防止事業の推進 

    公務災害の発生を未然に防止することが極めて肝要であり、近年、地方公共団

体等ではメンタルヘルス不調による休務者が増加傾向にあることから、地方公

務員等における「心の健康問題」に対応するため、メンタルヘルス対策に関する

各種事業の取組を強化する等、引き続き公務災害防止事業の推進に努めます。 

 

20



 別表１ 従たる事務所（支部）の所在地       （令和６年３月３１日現在） 

支 部 名 所     在     地 

北海道支部 

青森県支部 

岩手県支部 

宮城県支部 

秋田県支部 

 山形県支部 

 福島県支部 

 茨城県支部 

 

 栃木県支部 

 群馬県支部 

 埼玉県支部 

 千葉県支部 

 

 

 東京都支部 

 

 神奈川県支部 

 新潟県支部 

 富山県支部 

 石川県支部 

 福井県支部 

 山梨県支部 

 長野県支部 

 岐阜県支部 

 静岡県支部 

 愛知県支部 

 三重県支部 

 滋賀県支部 

 京都府支部 

 大阪府支部 

 兵庫県支部 

 奈良県支部 

 和歌山県支部 

 鳥取県支部 

 島根県支部 

〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６ 

 〒０３０－８５７０ 青森市長島１－１－１ 

 〒０２０－００２３ 盛岡市内丸１１－１盛岡地区合同庁舎 

 〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町３－８－１ 

 〒０１０－８５７０ 秋田市山王４－１－１ 

 〒９９０－８５７０ 山形市松波２－８－１ 

 〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６ 

 〒３１０－０８５２ 水戸市笠原町９７８－２５ 茨城県開発 

           公社ビル７階 

 〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０ 

 〒３７１－８５７０ 前橋市大手町１－１－１ 

 〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

 〒２６１－７１３３ 千葉市美浜区中瀬 2-6-1WBG ﾏﾘﾌﾞｳｴｽﾄ 

３３階（補償・経理班） 

 〒２６０－８６６７  千葉市中央区市場町１－１（審査班） 

 〒１６３－８００１ 新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁 

第一本庁舎北塔３５階 

 〒２３１－８５８８ 横浜市中区日本大通１ 

 〒９５０－８５７０ 新潟市中央区新光町４－１ 

 〒９３０－８５０１ 富山市新総曲輪１－７ 

 〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

 〒９１０－８５８０ 福井市大手３－１７－１ 

 〒４００－８５０１ 甲府市丸の内１－６－１ 

 〒３８０－８５７０ 長野市大字南長野字幅下６９２－２ 

 〒５００－８５７０ 岐阜市薮田南２－１－１ 

 〒４２０－８６０１ 静岡市葵区追手町９－６ 

 〒４６０－０００１ 名古屋市中区三の丸３－２－１ 

 〒５１４－８５７０ 津市広明町１３ 

 〒５２０－８５７７ 大津市京町４－１－１ 

 〒６０２－８５７０ 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

 〒５４０－８５７０ 大阪市中央区大手前２－１－２２ 

 〒６５０－８５６７ 神戸市中央区下山手通５－１０－１ 

 〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０ 

 〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通１－１ 

 〒６８０－８５７０ 鳥取市東町１－２２０ 

 〒６９０－８５０１ 松江市殿町１ 
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支 部 名 所     在     地 

 岡山県支部 

 広島県支部 

山口県支部 

 徳島県支部 

 香川県支部 

 愛媛県支部 

 高知県支部 

 福岡県支部 

 佐賀県支部 

 長崎県支部 

 熊本県支部 

 大分県支部 

 宮崎県支部 

 鹿児島県支部 

 沖縄県支部 

 横浜市支部 

 名古屋市支部 

 京都市支部 

 

 大阪市支部 

 神戸市支部 

 

 北九州市支部 

 札幌市支部 

 川崎市支部 

 福岡市支部 

 広島市支部 

 仙台市支部 

 千葉市支部 

 さいたま市支部 

 静岡市支部 

 堺市支部 

 新潟市支部 

 浜松市支部 

 岡山市支部 

 相模原市支部 

 熊本市支部 

 〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

 〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０－５２ 

〒７５３－８５０１ 山口市滝町１－１ 

 〒７７０－８５７０ 徳島市万代町１－１ 

 〒７６０－８５７０ 高松市番町４－１－１０ 

 〒７９０－８５７０ 松山市一番町４－４－２ 

 〒７８０－８５７０ 高知市丸ノ内１－２－２０ 

 〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７－７ 

 〒８４０－８５７０ 佐賀市城内１－１－５９ 

 〒８５０－８５７０ 長崎市尾上町３－１ 

 〒８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６－１８－１ 

 〒８７０－８５０１ 大分市大手町３－１－１ 

 〒８８０－８５０１ 宮崎市橘通東２－１０－１ 

 〒８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町１０－１ 

 〒９００－８５７０ 那覇市泉崎１－２－２ 

 〒２３１－０００５ 横浜市中区本町６－５０－１０ 

 〒４６０－８５０８ 名古屋市中区三の丸３－１－１ 

 〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺 

前町４８８ 

 〒５３０－８２０１ 大阪市北区中之島１－３－２０ 

 〒６５０－００３４ 神戸市中央区京町７２ 

新クレセントビル９階 

 〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１－１ 

 〒０６０－８６１１ 札幌市中央区北１条西２ 

 〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１ 

 〒８１０－８６２０ 福岡市中央区天神１－８－１ 

 〒７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町１－６－３４ 

 〒９８０－８６７１ 仙台市青葉区国分町３－７－１ 

 〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１－１ 

 〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

 〒４２０－８６０２ 静岡市葵区追手町５－１ 

 〒５９０－００７８ 堺市堺区南瓦町３－１ 

 〒９５１－８５５０ 新潟市中央区学校町通１－６０２－１ 

 〒４３０－８６５２ 浜松市中央区元城町１０３－２ 

 〒７００－８５４４ 岡山市北区大供１－１－１ 

 〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

 〒８６０－８６０１ 熊本市中央区手取本町１－１ 
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 別表２ 代表者委員会委員             （令和６年３月３１日現在） 

氏  名 構   成 任    期 

杉 本 達 治 都道府県知事を代表 令和４年 ３月２７日～令和６年９月３０日 

池 田  宜 永 市 長 を 代 表 令和４年 ６月２０日～令和６年９月３０日 

吉 田 隆 行 町 村 長 を 代 表 令和５年７月３１日～令和６年９月３０日 

 

 

 別表３ 令和５年度代表者委員会の開催状況 

開 催 年 月 日 審 議 事 項 

令和５年 ４月２０日 ・理事の選任同意 

令和５年 ６月２９日 ・理事長の任命 

・理事の選任同意 

令和５年 ６月２３日 ・令和４年度普通補償経理決算 

・令和４年度特別補償経理決算 

 

令和５年１０月２６日 ・理事の選任同意 

令和５年１２月２８日 ・監事の任命 

令和６年 ３月１４日 ・令和６年度普通補償経理事業計画及び予算 

 ・令和６年度特別補償経理事業計画及び予算 

 ・地方公務員災害補償基金業務規程の一部改正 
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 別表４ 運営審議会委員              （令和６年３月３１日現在） 

氏  名 構   成 任    期 

丸 山 達 也 都 道 府 県 知 事 令和５年  １２月１日～令和７年１１月３０

日 

須 藤 昭 男 市 長 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日 

谷 川 俊 博 町 村 長 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日 

浜 佳 葉 子 都道府県教育委員会の教育長  令和５年 １２月１日～令和７年１１月３０日 

廣 瀨 道 明 都道府県公安委員会の委員 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日 

内 藤 伸 二 郎 地方公営企業の管理者 令和５年１２月１日～令和７年 ３月３１日 

伊 藤   功 学 識 経 験 者 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日 

山 木 正 博 学 識 経 験 者 令和５年 １２月１日～令和７年１１月３０日 

村 上 彰 一 学 識 経 験 者 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日 

大 江 秀 敏 学 識 経 験 者 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日 

甲 斐 哲 彦 学 識 経 験 者 令和５年 １２月１日～令和７年１１月３０日 

高 田 寛 文 学 識 経 験 者 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日 

 

 

 別表５ 令和５年度運営審議会の開催状況 

開 催 年 月 日 審 議 事 項 

令和５年６月１６日 ・令和４年度普通補償経理決算 

・令和４年度特別補償経理決算 

 

令和６年３月 ８日 ・令和６年度普通補償経理事業計画及び予算 

 ・令和６年度特別補償経理事業計画及び予算 

 ・地方公務員災害補償基金業務規程の一部改正 
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 別表６ 役員の氏名、役職、任期及び経歴      （令和６年３月３１日現在） 

役 職 氏   名 任   期 経   歴 

理事長 佐 藤 啓 太 郎 令和５年 ７月 ７日 

    ～ 

令和６年１１月３０日 

令和５年 ７月就任 

前職：地方税共同機構 

副理事長 

理 事 鶴 巻 郁 夫 令和５年 ７月 ６日 

    ～ 

令和６年 ６月２７日 

令和５年 ７月就任 

前職：総務省消防庁 

消防大学校長 

理 事 

（非常勤） 

野 間 達 也   令和５年１２月 ２日 

～ 

令和７年１２月 １日 

令和５年１２月就任 

現職：東京都総務局長 

理 事 

（非常勤） 

阪 谷 幸 春 令和５年１２月 ２日 

～ 

令和７年１２月 １日 

令和５年１２月就任 

現職：広島県広島市 

   企画総務局長 

理 事 

（非常勤） 

磯 崎 哲 夫 令和５年 １２月 １日 

～ 

令和６年 ７月１９日 

令和５年１２月就任 

現職：香川県宇多津町 

総務課長 

監 事 阿 部 健 郎 令和６年 ２月 １日 

～ 

令和８年 １月３１日 

令和６年 ２月就任 

前職：人事院国家公務員 

倫理審査会事務局 

首席参事官 
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 別表７ 審査会委員              （令和６年３月３１日現在） 

氏  名 任     期 

大  谷  俊  郎 令和４年２月１０日～令和７年２月９日 

森  田  明  夫 令和４年２月１０日～令和７年２月９日 

上  田  紘  士 令和４年２月１０日～令和７年２月９日 

内  野  淳  子 令和４年２月１０日～令和７年２月９日 

福  田  紀  夫 令和４年２月１０日～令和７年２月９日 

水  上   保 令和４年１１月１１日～令和７年２月９日 

 

 別表８ 職員の区分及び負担金率（令和５年度適用分） 

職員の区分 
負 担 金 率 

普通補償経理 特別補償経理 

義務教育学校職員 １．００／１,０００ ０．０５／１,０００ 

義務教育学校職員 

以 外 の 教 育 職 員 
１．０７／１,０００ ０．１０／１,０００ 

警 察 職 員 ３．３９／１,０００ ０．５６／１,０００ 

消 防 職 員 ２．４５／１,０００ ０．１４／１,０００ 

電気・ガス・水道 

事 業 職 員 
１．６５／１,０００ ０．０９／１,０００ 

運 輸 事 業 職 員 １．９５／１,０００ ０．４１／１,０００ 

清 掃 事 業 職 員 ４．１８／１,０００ ０．９６／１,０００ 

船 員 ４．１２／１,０００ １．０５／１,０００ 

そ の 他 の 職 員 １．０８／１,０００ ０．０９／１,０００ 
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 別表９ 情報公開・個人情報保護審査会委員 （令和６年３月３１日現在） 

氏  名 任     期 

鵜 養 幸 雄 令和３年１１月１日～令和６年１０月３１日 

江 村 利 明 令和３年１１月１日～令和６年１０月３１日 

小 西   敦 令和３年１１月１日～令和６年１０月３１日 
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( 件 ) ( ) ( 件 ) ( ) ( 件 ) ( )

( ) ( ) ( )

0.0

0 0.0 0 0.0 0 0.0

遺 族 補 償 年 金
前 払 一 時 金

0 0.0 0 0.0 0

別表１０　普通補償経理に係る補償費及び福祉事業給付費の内訳

区　　　分

公　務　災　害 通　勤　災　害 合　　　　　計

支　出　額
割　合

支　出　額
割　合

支　出　額
割　合

（件　数） （件　数） （件　数）

19,978,128,120 81.4

円 ％ 円 ％ 円

88.8 5,168 79.3 43,904

％

補 償 費 16,320,098,581 81.6 3,658,029,539 80.2

87.5

療 養 補 償 費 6,846,998,032 34.3 1,637,214,845 35.9 8,484,212,877 34.6

38,736

47,336,920 0.2

34,872 79.9 4,267 65.5 39,139

0.2 11 0.2 102

78.0

休 業 補 償 費 42,696,896 0.2 4,640,024 0.1

0.2

傷 病 補 償 年 金 費 103,993,803 0.5 22,961,240 0.5 126,955,043 0.5

91

3,549,492,245 14.5

30 0.1 5 0.1 35

2.4 392 6.0 1,440

0.1

障 害 補 償 費 2,633,962,321 13.2 915,529,924 20.1

2.9

介 護 補 償 費 64,671,455 0.3 19,441,864 0.4 84,113,319 0.3

1,048

7,637,621,356 31.1

79 0.2 24 0.4 103

5.9 459 7.0 3,031

0.2

遺 族 補 償 費 6,587,715,334 33.0 1,049,906,022 23.0

6.0

葬 祭 補 償 費 40,060,740 0.2 8,335,620 0.2 48,396,360 0.2

2,572

0 0.0

44 0.1 10 0.2 54

0.0 0 0.0 0

0.1

障 害 補 償 年 金
差 額 一 時 金

0 0.0 0 0.0

0.00

6,253 12.5

福 祉 事 業 給 付 費 3,671,046,049 18.4 904,112,011 19.8 4,575,158,060

0.1 2,923,302 0.1 17,721,948

18.6

4,908 11.2 1,345 20.7

0.1

94 0.2 12 0.2 106 0.2

休 業 援 護 金 14,798,646

43 0.1

傷 病 関 係 給 付 費 29,419,918 0.1 5,839,490 0.1 35,259,408

5.4 454,352,627 10.0 1,539,975,701

0.1

37 0.1 6 0.1

6.3

1,603 3.7 719 11.0 2,322 4.6

障 害 関 係 給 付 費 1,085,623,074

3,189 6.4

遺 族 関 係 給 付 費 2,286,948,830 11.4 414,822,348 9.1 2,701,771,178

1.3 26,174,244 0.6 280,429,825

11.0

2,675 6.1 514 7.9

1.1

499 1.1 94 1.4 593 1.2

そ の 他 254,255,581

合　　　計
19,991,144,630 100.0 4,562,141,550 100.0 24,553,286,180 100.0

43,644 100.0 6,513 100.0 50,157 100.0

割　　　合

％ ％ ％

81.4 18.6 100.0
87.0 13.0 100.0
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( ) ( ) ( )

割　合

別表１１　特別補償経理に係る補償費及び福祉事業給付費の内訳

円

区　　　分

公　務　災　害 通　勤　災　害 合　　　　　計

支　出　額
割　合

支　出　額
割　合

支　出　額

385,443,351 74.4%

（件　数） （件　数） （件　数）

円 ％ 円 ％

49.5% 166 47.7% 1,101

％

補 償 費 316,790,597 74.7% 68,652,754 73.0%

49.2%

福 祉 事 業 給 付 費 107,412,001 25.3% 25,357,968 27.0% 132,769,969 25.6%

休 業 補 償 費 935

休 業 援 護 金 954 50.5% 182 52.3% 1,136 50.8%

合　　　計
424,202,598 100.0 94,010,722 100.0 518,213,320 100.0

1,889 100.0 348 100.0 2,237 100.0

割　　　合

％ ％ ％

81.9% 18.1% 100.0
84.4% 15.6% 100.0
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  資 料 

 

   １ 公務上の災害として認定した件数の推移 

   ２ 通勤災害該当として認定した件数の推移 

   ３ 補償及び福祉事業の件数の推移（普通補償経理） 

   ４ 補償及び福祉事業の金額の推移（普通補償経理） 

   ５ 補償及び福祉事業の件数及び金額の推移（特別補償経理） 
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